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（1） 学校教育法（抄）   

第二十四条幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実喝するための教育   

を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その   
他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び   

地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。  

第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動   

その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改   

善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなけれ   

ばならない。  

第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者   

の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当   

該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供す   

るものとする。  

（※ 幼稚園については第二十八条で準用。）  

（2）学校教育法施行規則（抄）   

第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、   

自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。  

2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定   

して行うものとする。  

第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学   

校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）に   

よる評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。  

第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規   

定により評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものと   

する。  

（※ 幼稚園については第三十九条で準用。）  

（3）少子化社会対策基本法（抄）   

（施策の基本理念）  

第二条1～3（略）  

4 社会、経済、数量」文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配   

慮して、講ぜられなければならない。  

（保育サービス等の充実）  

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良   

質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜  
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間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課後児童健全育成事業等の拡充その   

他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供の促進に必   

要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施   

設の活用による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援   

が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。  

2 国及び地方公共団体は、保育において幼稚園の果たしている役割に配慮し、その   

充実を図るとともに、前項の保育等に係る体制の整備に必要な施策を講ずるに当   

たっては、幼稚園と保育所との連携の強化及び土れらに係る施設の総合化に配慮   

するものとする。  

（経済的負担の軽減）  

第十大桑園及び地方公共団体峰、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を   

図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療lこ係る措置、税制上の措置その   

他の必要な措置を講ずるものとする。  

（4）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律  

（抄）   

第三条鱒稚園又は保育所等（以下「施設」という。）の設置者（都道府県を除く。）は、   

その設置する施設が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知事（保育所   

に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方   

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百八十条のこの規定に基づく都道   

府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の文部   

科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下   

同じ。）の認定を受けることができる。   

－（略）  

二 当該施設が保育所等である場合にあっては、児童福祉法第三十九条第一項   

に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満三歳以上の子ども   

（当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村（特   

別区を含む。以下同じ。）における同法第二十四条第二項に規定する保育の実   

施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。）を保育   

し、かつ、満三歳以土の子どもに対し学校教育法第二十三条鋸引こ掲げる目   

標が達成されるよう保育を行うこと。   

三～四（略）  
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（6）第6回会合での津本忠治グループディレクター（理化学研究所脳科学総合研究  

センター）による発表のポイント  
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一発達期に脳の構成要素は余分に作られ、冗長な神経回路網が形成される。冗長な回路に   

はシナプス競合が生じ、良く使う回路は強化され、使わない回路は脱落する。このようにし   

て、生後環境に対応した回路が形成される。   

・脳の大きさは、出生時では約400gであるが、6歳前後にはほぼ成人値（約1．3kg）に達する。（Dobbing，J．  
＆S即1ds，」．，1973）   

・胎児期・新生児期のサルの脳梁（右脳と左脳の連結路）線維は成熟サルより多い。（山Mantia，A－S，＆  
RakicPり1990）   

・ヒトの大脳皮質視覚野のシナプス密度は1歳前後で最大となり、3～4歳までは大人より多い。  
（HuttenIocher，P．RetaI．．1982）  

－ この変化は、感受性期（臨界期）と呼ばれる生後発達の特定の時期に生じやすい。感受性   

期は脳機能ごとに異なる。   

，ネコの両眼視では生後12週頃までに感受性期がある。（Bbkemore－C．etal．，1976）   

・ヒトの両眼視では、概ね生後36ケ月頃までが感受性期。（AwayaS．etal．，1973）   

・縦縞のみの環境で育てたネコの視覚野神経細胞は縦縞によく反応するようになるが、この感受性期は  
両眼視と異なる。（Blakemore，C．由れ1970）  

一切児期からの楽器演奏などの練習・訓練は脳に変化を起こすが、この変化は一定の年齢を   

過ぎると生じにくくなる♪   

・弦楽器奏者の左手小指を刺激した際の脳反応は、楽器練習を開始したのが幼少期であるほど強い。  
（Eルe止．T．etれ1995）   

・4～6歳児で1年間′くイオリン練習をした場合、バイオリン音に対する脳反応が非練習児と異なるように  
なる。（F頑OkaT．etal．．2006）   

・9歳以前にピアノ練習を開始した場合、ピアノ音に対する聴覚野反応が大きくなる。（Pantev，C．ct al．．  
1998）  

一 言語の習得にも感受性期が存在する可能性が高い。   

・7歳頃までに米国に移住した外国人の平均英語スコアは高くほぼネイティブに近く、移住時年齢が成人  
に近づくにしたがって低下してゆく。（Baパmga．帆20∞）   

・母国語と第二外国語では、言語を処理する脳の領域が／くイリンガルでは同じであるが、そうでない場合  
は異なる。（粕m，KH．S．etaし1997）   

・中学1年生の英語学習開始後の前頭葉ブローカ野の活性と成績には正の相関が見られる。（Sakai，KL  
et al．，2004）一方、英語長期学習群の学習後の脳活性と文法課題の成績には負の相関が見られる。  

（鮎ki，K成alり2000）学習初期には練習によって脳が活性化するが、習熟すると活性は低くなる。  

一 大脳皮質には顔ニューロンが存在する。その機能発現は生得的と思われるが、顔に表れる   

情動察知には生後体験が重要である。   

・サルの大脳皮質下側頭野には、顔に反応する「顔ニューロン」が存在する。（βmce，C．etal．，1981）   

・ヒト新生児は顔のような模様を選好して注目する。（Goren，C．C．etれ1975）   

・5～8ケ月齢乳児で、右半球（右側頭菓）に顔に反応する領域が現れる。このとき、正立顔に対する反応  
の方が倒立顔に比べて優位性が大きい。また、左右側頭葉で活性化が異なる（右側が強い）。（Ot乱Ika．  
Yトetal．，2007）   

・生まれてから全く顔を見せずに育てた子ザルは、初めて見たヒトとサルの顔写真をよく識別する。ただ  
し、表情が示す情動は理解できない。（Sug触Y．．20㈹）  

一郎期の虐待体験は、その後、表情から相手の情動を察知することの障害や、反社会的行   

動に繋がる可能性がある。   

・小児期の有害体験（虐待、家族の薬物乱用・犯罪等）が多いほど、成人期の鬱病が多い。（Champan et  
al．，2004）   

・虐待経験児は怒りの表情に対する反応が遅い（8～11歳）。（PorIak，SD＆To”ey－Sche”，SA．2003）   

，神経伝達物質セロトニンを分解するMAOA（モノアミンオキシダーゼA）遺伝子の活性が弱い場合、幼児  

期（3～11歳）に虐待を受けるほど、その後（11～18歳）の反社会的行動が多くなる。（Caspi，んet al．，  
2002）  
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（7）平成21年度少子化社会対策関係予算のポイント（抜粋）  

2．予算案のポイント  

※（）内は平成20年度予ま額  

〔1〕保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等  

Ⅲ 兄弟姉妹のいる家庭等への支援   

〔幼稚園等の保護者負担の軽減〕  
・幼稚園に通う幼児を持？保護者の負担の軽減を図る。特に、兄弟姉妹のいる家庭につ   
いては、第3子以降の保育料等の無償化等を回る。  

【文部科学省 204億円（192億円）】   
・保育所における第3子目以降の保育料を無料とする。  【厚生労働省（再掲）】  

（8）幼稚園就園奨励事業の実施■未実施市町村数（平成20年5月1日現在）  

合計   
就園奨励  

事業を  私立   私立  

実施   未実施  がない  がある  幼稚園  
がない   

1．812  1．400   412   296   116   98   18   

（100．0％）  （77．3％）  （22．7％）  （16．3％）  （6．4％）   （5．4％）  （1．0％）   

（文部科学省調べ）  

（9）幼稚園就園奨励事業の実施・未実施市町村の区域内にある幼稚園数   

（平成20年5月1日現在）  

合計   励事業を冥碕している  就園奨励事業を冥施していない  

市町村の区域内   市町村の区域内   

公立   
5．301   4，973   328  

（93．8，も）   （6．2％）   

私立   
8．276   8，255   21  

（9g．7％）   （0．3％）   

（文部科学省調べ）  
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（10）幼稚園教育要領と保育所保育指針の比較   

幼稚園教育要領   保育所保育指針   
基本的な考  計画的な環境の  計画的に環境を構成しなければな  計画的に環境を構成し、工夫して   
え方   構成   らない。   保育しなければならない。  

遊びを通した  遊びを通しての指導を中心として  生活や遊びを通して総合的に保育  
指導   第2章に示すねらいが総合的に達  

成されるようにすること。   
一人一人の発達  幼児一人一人の特性に応じ，発達  一人一人の発達過程に応じて保育  
の特性に応じた  の課題に即した指導を行うように  すること。その際、子どもの個人  
教育   すること。   差に十分配慮すること。   

計画の作成  教育課程・保育  適切な教育課程を編成するものと  保育の基本となる「保育課程」を  
課程の編成及び  する。   編成するとともに、これを具体化  
指導計画の作成  指導計画を作成し，幼児の活動に  した「指導計画」を作成しなけれ  

沿った柔軟な指導を行わなければ  
ならない。   

教育内容   教育のねらい   「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5領域から構成  
□ ヰ 廉：健康な心と体を育て、自ら健康でl健 康：健康な心と体を育て、自ら健康で    安全な生活をつくり出す力を養う 

安全な生活をつくり出す力を養う。  。 一  人間関係‥他の人々と親しみ、支え合って生：人間関係‥他の人々と親しみ、支え合って生  
活するために、自立心を育て、人とかかわ：活するために、自立心を育て、人と関わる  
る力を養う。  ．力を養う。  

環  境：周囲の様々な環境に好奇心や探究1環  境：周囲の様々な環境に好奇心や探究  
心をもってかかわり、それらを生活に取り：心を持ってかかわり、それらを生活に取り  

入れていこうとする力を養う。  入れていこうとする力を養う。  一     青  菜：経験したことや考えたことなどを■青  葉：経験したことや考えたことなどを    自分なりの青菜で表現し 
、相手の話す言葉÷ 自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉  

を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉にlを聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に  
対する感覚や言葉で表現する力を養う 一 対する感覚や言葉で表現する力を養う 

。 。 表 現：感じたことや考えたことを自分な：表 現：感じたことや考えたことを自分な  
りに表現することを通して、豊かな感性やこ りに表現することを通して、豊かな感性や  
表現する力を養い、創造性を豊かにする。．表現する力を養い、創造性を豊かにする。   

※「幼稚園教育要領」は教育内容に関することを中心として定めている一方、「保育所保育指針」は保育内容に加えこれに関連する運営（保育所における自己   

評価等）について定めている。なお、幼稚園における学校評価等は学校教育法施行規則等に規定されている。  

※「幼稚園教育要領」では養護について明記していないが、幼稚園教育を実践するに当たっては幼児に対する一定の養護が必要となる。   

一方、「保育所保育指針」では養護と教育の両面から示している。  
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（11）社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告（平成21年2月24日）概要  

行の  その実現には  
「？抜本嘩壁  

」  
務 

叩保埋圭鎚  

※認定証明書  
：  

※保育対象範囲、優先的利用確保の基本的事項は、国が基準を設定。  
てt ‾ ヽyl⊥－′11」L‾ ′ ○  

が有り、保育所が足りな  ただし、  
ければ、「その他  切な保護」（認可外のあっせん）でも可   軌乳 いる鱒立  

警パ‾トミイ歪、羞把讐禦姦罪悪驚  
認定を受けた子どもには、公的保  

育を受けることができる地位を付与。  

（例外ない公的保育の保障責務、質の  
確保された提供体制確保責務、利用支援責務、保育費用の支払義務）  悪妻の潜在化（窓口等での潜在化）  

○ 深化・多様化したニーズへの対応が困難  
i）保育の必要性の判断基準のあり方  

、塩  

要性の判断基準の内容   

夜風や塵盤鼠、韮塵畳だと認められにくい、間置麹族がいると認   
められない等。  

○ 認可保育所の豊の向上   

職員配置、保育士の養成・研修・処遇等  

④利用者が保育所と公的保育契約を檀鎧。  

※保育所には、応諾専務（正当理由な〈拒んではならない）と、優先受Å  
義盈（母子家庭、虐待等の優先受入決定）。  

⑤参入は最低基準により客観的に鞄鞋。鑑定軋を基本としつ   
つ、検討。  

た出  

の質の向上牒昆 膏忍可保育所 に詳細検討  

保育指針に基づく保育のため、職員配嵐保育士の処遇、専門性確保  
施設長や保育士の研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等   
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等  

課後児童クラブI   

◆現行制度の課題  
○制度上の位置づけが、市町村の努力義廟にとどまっており   ○ 質を確保しつつ量的拡充を図  

－1  

利用保障が弱い。質の確保はガイドライン等で対応している  
○財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と  

基準由必要性やあり方等、制度上の位置づけ（実施責任卜  
用－給付方式等）、財源面の強化について、さらに検討が必要。  

遷尊重貝嬰実態の帝離が指胤従事者の処遇も厳しい状鋸                           － ，∴二’  丁  ‾て                                 ′  
…．．…．  

■’ 

・・ 

○ 各種の子育て支援重美  市町村の努力義務  

求れ  齢・∴                            費壬 性観定の利用保障  

＋堪関姓剋戯き脚 低塩適地具体イ鮒  

か かわるも恥新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であり、  ○’少子化対策は社会経済や社会保障の持続可能性の根幹に   
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（12）社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告（平成21年2月24日）  

（抄）   

1これからの保育制度のあり方について   

（4）現行の保育制度の課題  

⑤人口減少地域における保育機能の維持・向上   

また、児童人口が著しく少なく生活圏内に幼稚園がない場合、当該地域における   

保育所は、小学校就学前に集団の中で子どもが成長することを保障する役割も果   

たしており、こうした地域の保育所が担ってきた機能について、認定こども園の活   

用等も含め、柔軟に検討していくことが求められる。   

（5）今後の保育制度の姿 一新たな保育の仕組み一  

〈保育制度のあり方に関する基本的考え方〉   

⑤費用設定  

○ 利用者負担のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、具   

体的なあり方を検討する。また、利用者負担の水準の決定は、国の定める基準の   

下、所得を把握しうる市町村において行うものとする。   

⑫ 今後の検討  

「新たな保育の仕組み」の検討過程においては、保育関係者より、以下の意見が示   

されている。今後のさらなる検討の際には、こうした意見も考慮しながら検討を進め   

るべきである。  

・保育料の軽減（緩和）を実現すべき。   

5 財源・費用負担について   

O「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終報告   

における指摘も踏まえ、以下のような点について、引き続き検討していく必要があ   

る。  

1少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に   

関わる国家的・緊急的課題に対する政策であること、我が国の次世代育成支援に   

対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には   

財源確保が欠かせないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要であ   

ること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするようなことがないよう、税制   

改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。  

・新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団体、   

事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であること。  

・全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行   

うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方公共団体の最適な負担を検討してい   

くべきであること。  

・自治体間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、厳  
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しさを増す地方財政への配慮が必要であること。また、公立保育所の一般財源化   
による影響を踏まえた議論が必要であること。  

・事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を   
考慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど、個別の給付・サービスの目   
的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。  
・利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できるよ   
うにすることに配慮しながら、今後、具体的な議論が必要であること。  
・多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。   

○また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を考   
えていく上でも、財源についての議論を深めることが必要である。   

○さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、   
事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の見直しを促進するような仕組みの検   

討なども引き続き進めるべきである。  

（13）今後の認定こども園制度の在り方について（認定こども園制度の在り方に関  

する検討会報告書）（平成21年3月31日）（抄）   

4．認定こども園制度の改革の方向  
（2）認定こども園に関する課題への対応  

③教育と保育の総合的な提供の推進  

○人口減少地域等において、幼稚園と保育所の連携を進めていくことが必要であ   
り、とりわけ、幼稚園又は保育所の一方しかない地域においては、質の高い教   
育・保育の双方を提供する観点から、認定こども園制度を活用することが望まし   
いと考えられる。  

（14）障害児支援の見直しに関する検討会報告書（平成20年7月22日）（抄）   

Ⅱ．今後の障害児支援の在り方  
5．家族支援の方策  
（3）経済的負担等  

○障害児のいる家族の経済的負担については、これまで支援サービスの利用料   
の軽減等が図られているが、平成21年度以降も続けるようにするなど、家族の   
負担能力を踏まえた十分な配慮が必要である。また、障害福祉サービスと他の施   
策との負担上限額の合算制度について検討が必要である。  
なお、これに対しては、応能負担とすべきとの意見があった。   

○さらに、障害児のいる家庭の負担と経済的状況を分析した上で、更なる経剤勺   
支援についても検討すべきとの意見があり、幅広く検討していくべき課題と考えら   
れる。  

46   



（15）就学前教育・保育の実施状況〈学年齢別〉（平成19年度）  

0 3歳以上児のかなりの部分（4歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所  

0 3歳未満児（0～2歳児）で保育所に入所している割合は約2割  

5t児  

4薫児  

3一児  

2t児  

l■児  

0鰻児  

合計  

0％  201  ヰ0≠  60％  80％  100l  

ロ幼稚園就園率   口保育所入所率   園未就園率  

幼稚園   幼稚園   保育所   
保育所  推計未就園児数  未就園率  該当年齢  在園者数  就園率  在所児数  入所率  人口   

0歳児   0 人   0．0％  158．500 人   14．6％  927．000 人  85．4％  1，085，500   

1歳児   0 人   0．0％  263，500 人   24．8％  801．000 人   75．2％  1，064，500   

2歳児   0 人   0．0％  354，000 人   33．0％  718，500 人  6了．0％  1，072，500   

3歳児  429，400 人   38．8％  429，200 人   38．8％  246，900 人   22．3％  1，105，500   

4歳児  614，100 人   54．1％  461，400 人  40．7％  59．000 人   5．2％  1、134，500   

5歳児  663，500 人   57．3％  466，200 人  40．3％  27，800 人   2．4％  1，157，500   

合計  1，705，400 人   25．8％  2，132，700 人   32．2％  2．781，900 人  42．0％  6．620．000   

0 人   0．0％  776，000 人   24．1％  2，446，500 人   75．9％  3．222，500   

う三諾瑚  1，705，400 人   50．2％  1，356，800 人   39．9％  335，300 人   9．9％  3，397，500   

※保育所の数値は平成19年度「社会福祉施設等調査」（平成19年10月1日現在）を学年齢別に換算した推計値。  
※幼稚園の数値は平成19年度「学校基本調査報告書」（平成19年5月1日現在）より。   

なお、「幼稚園」には特別支援学校幼稚部を含む。  
※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計（平成19年10月1日現在）を学年齢別に換算した推計値。  
※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数及び保育所在所児数を差し引いて推計したものである  

※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。  
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（16）三歳未満児に係る幼稚園入園事業（構造改革特区）について  

学校教育法（改正前）第80条（現行法：第26条）  

・幼稚園に入園することができるのは、満三歳から。  

梼区の事業  

別区域法」（平成14年12月法律集189号）  r構造改量特 ・勤j塩において、満二歳になった後の初めての4月から、幼稚園に入園可能とした。  

特区事業の評価  

・基本的生活習慣や自立心、思いやりが身につくなど、成長が見られた。  

・親の子育て不安の解消などの効果はある。  

・二歳児については、満三歳以上児と同様の集団的な教育にはなじまない。  

【考え方】  

・二歳児については、幼稚園児として集団的な教育（幼稚園教育）を行うことではなく、幼  
稚園の人的物的環境を適切に活用し、親子登園等、個別のかかわりに重点を置いた  
子育て支援としての受入れという形態に変更し、全国にその普及を図る。  

（平成19年3月31日公布）   

第14条削除、施行日を平成20年4月1日とする   

・ 
子育て支援としての麟嘩点を通卸駕出  
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